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同
盟
に
関
す
る
事
務
局
長
の
報
告
及
び
活
動
を
検
討
し
、
及
び
承
認
す
る
こ
と
並
び
に
事
務
局
長
に
対
し
同

盟
の
権
限
内
の
事
項
に
つ
い
て
全
て
の
必
要
な
指
示
を
与
え
る
こ
と
。

同
盟
の
事
業
計
画
を
決
定
し
、
及
び
二
年
予
算
を
採
択
す
る
こ
と
並
び
に
同
盟
の
決
算
を
承
認
す
る
こ
と
。

同
盟
の
財
政
規
則
を
採
択
す
る
こ
と
。

同
盟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
委
員
会
及
び
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

⒞
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
、
政
府
間
機
関
及
び
非
政
府
機
関
で
あ
っ
て
、
総
会
の

会
合
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
も
の
を
決
定
す
る
こ
と
。

同
盟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
他
の
適
当
な
措
置
を
と
り
、
及
び
こ
の
改
正
協
定
に
基
づ
く
適
当
な
他
の

任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。

⒝

総
会
は
、
同
盟
以
外
の
諸
同
盟
で
あ
っ
て
、
機
関
が
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
も
利
害
関
係
の
あ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
機
関
の
調
整
委
員
会
の
助
言
を
受
け
た
上
で
決
定
を
行
う
。

﹇
国
際
登
録
簿
に
お
け
る
記
録
の
効
果
﹈

、

及
び

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
記
録
は
、
関
係
す
る
締
約
国
の
官
庁
の
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
と
し

た
な
ら
ば
有
し
た
で
あ
ろ
う
効
果
と
同
一
の
効
果
を
有
す
る
。
た
だ
し
、締
約
国
が
宣
言
に
よ
り
事
務
局
長
に
対
し
、

に
規
定
す
る
記
録
に
つ
い
て
、
自
国
の
官
庁
が
当
該
宣
言
に
お
い
て
特
定
す
る
証
明
書
又
は
文
書
を
受
領
す
る

ま
で
自
国
に
お
い
て
効
果
を
有
し
な
い
旨
を
通
告
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

﹇
手
数
料
﹈

に
規
定
す
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
の
支
払
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
公
表
﹈

国
際
事
務
局
は
、

に
規
定
す
る
記
録
に
関
す
る
記
載
事
項
を
公
表
す
る
。
国
際
事
務
局
は
、
公
表
さ
れ
た
当
該

記
載
事
項
の
写
し
を
関
係
す
る
締
約
国
の
官
庁
に
送
付
す
る
。

第
十
七
条

国
際
登
録
の
最
初
の
期
間
及
び
更
新
並
び
に
保
護
の
存
続
期
間

﹇
国
際
登
録
の
最
初
の
期
間
﹈

国
際
登
録
は
、
国
際
登
録
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
最
初
の
期
間
と
し
て
効
果
を
有
す
る
。

﹇
国
際
登
録
の
更
新
﹈

国
際
登
録
は
、
所
定
の
手
続
に
従
い
、
所
定
の
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
更
に
五
年
の
期
間
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
指
定
締
約
国
に
お
け
る
保
護
の
存
続
期
間
﹈

⒜

指
定
締
約
国
に
お
け
る
保
護
の
存
続
期
間
は
、
国
際
登
録
が
更
新
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
⒝
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
際
登
録
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
と
す
る
。

⒝

指
定
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
保
護
が
付
与
さ
れ
て
い
る
意
匠
に
つ
い
て
十
五
年
を
超
え
る
保
護
の
存
続
期

間
を
当
該
指
定
締
約
国
の
法
令
に
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
保
護
の
存
続
期
間
は
、
国
際
登
録
が
更
新
さ
れ
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
指
定
締
約
国
の
法
令
に
定
め
る
期
間
と
同
一
と
す
る
。

⒞

締
約
国
は
、
宣
言
に
よ
り
、
自
国
の
法
令
に
定
め
る
最
長
の
保
護
の
存
続
期
間
を
事
務
局
長
に
通
告
す
る
。

﹇
部
分
的
な
更
新
の
可
能
性
﹈

国
際
登
録
の
更
新
は
、
指
定
締
約
国
の
一
部
又
は
全
部
及
び
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
一
部
又
は
全
部
に

つ
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
更
新
の
記
録
及
び
公
表
﹈

国
際
事
務
局
は
、
国
際
登
録
簿
に
更
新
を
記
録
し
、
そ
の
記
録
に
関
す
る
記
載
事
項
を
公
表
す
る
。
国
際
事
務
局

は
、
公
表
さ
れ
た
当
該
記
載
事
項
の
写
し
を
関
係
す
る
締
約
国
の
官
庁
に
送
付
す
る
。

第
十
八
条

公
表
さ
れ
た
国
際
登
録
に
関
す
る
情
報

﹇
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
﹈

国
際
事
務
局
は
、
公
表
さ
れ
た
国
際
登
録
に
関
し
、
所
定
の
手
数
料
を
支
払
っ
た
上
で
国
際
登
録
簿
の
抄
本
又
は

国
際
登
録
簿
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
請
求
す
る
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
こ
れ
ら
の
抄
本
又
は
情
報
を
提
供
す

る
。﹇

認
証
の
免
除
﹈

国
際
事
務
局
が
提
供
す
る
国
際
登
録
簿
の
抄
本
は
、
締
約
国
に
お
け
る
認
証
の
い
か
な
る
要
件
も
免
除
さ
れ
る
。

第
二
章

管
理
規
定

第
十
九
条

二
以
上
の
国
の
共
通
の
官
庁

﹇
共
通
の
官
庁
の
通
告
﹈

こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
意
思
を
有
す
る
二
以
上
の
国
が
意
匠
に
関
す
る
国
内
法
令
を
統
一
し
た
場
合
又

は
こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
で
あ
る
二
以
上
の
国
が
意
匠
に
関
す
る
国
内
法
令
を
統
一
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
国
は
、
事
務
局
長
に
次
の
こ
と
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
の
共
通
の
官
庁
が
こ
れ
ら
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
官
庁
を
代
行
す
る
こ
と
。

こ
の
改
正
協
定
の
第
一
条
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
の
適
用
上
、
統
一
さ
れ
た
法

令
が
適
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
国
の
領
域
全
体
が
単
一
の
締
約
国
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。

﹇
通
告
が
行
わ
れ
る
時
﹈

に
規
定
す
る
通
告
は
、
次
の
時
に
行
う
。

こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
意
思
を
有
す
る
国
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
文
書
を
寄

託
し
た
時

こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
令
が
統
一
さ
れ
た
後
の
い
ず
れ
か
の
時

﹇
通
告
の
効
力
発
生
の
日
﹈

及
び

に
規
定
す
る
通
告
は
、
次
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
。

こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
意
思
を
有
す
る
国
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
が
こ
の
改
正
協
定
に
拘
束
さ
れ

る
時こ

の
改
正
協
定
の
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
長
が
当
該
通
告
に
つ
き
他
の
締
約
国
に
通
報
し
た
日
の
後

三
箇
月
を
経
過
し
た
時
又
は
当
該
通
告
に
示
さ
れ
た
そ
れ
以
降
の
日

第
二
十
条

ハ
ー
グ
同
盟
の
構
成
国

締
約
国
は
、
千
九
百
三
十
四
年
改
正
協
定
又
は
千
九
百
六
十
年
改
正
協
定
の
当
事
国
と
共
に
同
一
の
同
盟
の
構
成
国

と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条

総
会

﹇
構
成
﹈

⒜

締
約
国
は
、
千
九
百
六
十
七
年
補
足
協
定
第
二
条
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
国
と
共
に
同
一
の
総
会
の
構
成
国
と

な
る
も
の
と
す
る
。

⒝

総
会
の
各
構
成
国
は
、
総
会
に
お
い
て
一
人
の
代
表
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
も
の
と
し
、
代
表
は
、
代
表
代
理
、

顧
問
及
び
専
門
家
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
各
代
表
は
、
一
の
締
約
国
の
み
を
代
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⒞

総
会
の
構
成
国
で
な
い
同
盟
の
構
成
国
は
、
総
会
の
会
合
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
る
。

﹇
任
務
﹈

⒜

総
会
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

同
盟
の
維
持
及
び
発
展
並
び
に
こ
の
改
正
協
定
の
実
施
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
取
り
扱
う
こ
と
。

こ
の
改
正
協
定
又
は
千
九
百
六
十
七
年
補
足
協
定
に
基
づ
き
特
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
行
使
し
、
及
び
任
務

を
遂
行
す
る
こ
と
。

事
務
局
長
に
対
し
改
正
会
議
の
準
備
に
関
す
る
指
示
を
与
え
、
及
び
当
該
改
正
会
議
の
招
集
を
決
定
す
る
こ

と
。規

則
を
修
正
す
る
こ
と
。
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